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三

包
装
等
を
し
て
棚
に
置

手
前
に
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ハ

当
該
部
分
の
入
口
に

い
る
旨
の
掲
示
を
し
て

二

包
装
等
（
図
書
（
雑
誌

て
、
そ
の
包
装
を
破
棄
し

い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
い

書
類
を
置
く
棚
か
ら
六
十

書
類
を
置
く
こ
と
が
で
き

置
く
棚
を
そ
の
後
面
が
有

き
は
、
こ
れ
ら
の
棚
の
間

よ
り
有
害
図
書
類
を
置
く
と

一

図
書
類
を
置
く
場
所
を

部
分
に
仕
切
り
、
そ
の
う

と
。

イ

客
が
当
該
部
分
の
外

ロ

図
書
類
の
販
売
又
は

格
、
服
装
そ
の
他
の
状

視
す
る
こ
と
が
で
き
る

山
口
県
規
則
第
六
号

山
口
県
青
少
年
健
全
育

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を

（
有
害
図
書
類
の
陳
列
方
法
）

第
三
条
の
二

図
書
類
の
販
売

規

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

き
、
有
害
図
書
類
と
有
害
図
書
類

ル
以
上
張
り
出
す
よ
う
に
仕
切
り

青
少
年
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
旨

い
る
こ
と
。

そ
の
他
の
刊
行
物
を
含
む
。
）
を

、
又
は
封
を
開
か
な
け
れ
ば
当
該

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し
て
設

る
面
の
数
が
一
で
あ
る
棚
に
図
書

害
図
書
類
以
外
の
図
書
類
を
置
く

の
距
離
は
、
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

き
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に

壁
、
仕
切
り
、
つ
い
た
て
そ
の
他

ち
の
一
の
部
分
で
次
に
掲
げ
る
要

か
ら
そ
の
内
部
を
容
易
に
見
通
す

貸
付
け
に
従
事
す
る
者
が
当
該
部

況
を
目
視
に
よ
り
、
又
は
映
像
機

こ
と
。

成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山

加
え
る
。

又
は
貸
付
け
を
業
と
す
る
者
は
、

則

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

山
口

一

以
外
の
図
書
類
と
の
間
に
図
書
類

の
板
（
透
明
又
は
半
透
明
の
も
の

及
び
当
該
部
分
の
内
部
を
監
視
し

包
装
し
、
又
は
こ
れ
に
封
を
施

図
書
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き

。
）
を
し
、
有
害
図
書
類
以
外
の

け
た
棚
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、

類
を
置
く
場
合
で
、
有
害
図
書
類

棚
の
後
面
に
向
く
よ
う
に
設
け
る

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
二
以
上

件
を
備
え
て
い
る
も
の
に
置
く

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

分
に
立
ち
入
つ
た
者
の
人
相
、

器
、
鏡
そ
の
他
の
装
置
を
用
い
て

す
る
規
則

口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

のを てしな図図をと。 のこ体監 のに

規

則



平

宇
部

成 年 月 日 火曜日

山
土

市
町市

山 口

土
区
の土

萩
市

（定期）県 報

こ
山

第 号

四五六
市

上
花
香
大
堤
地

口
県
告
示
第
三
十
六
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

町
名

施
行
地
区

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

設
立
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

地
改
良
区
の
名
称

三
見
土
地
改
良
区

と
。附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
二
月
一

告

口
県
告
示
第
三
十
五
号

除
く
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

包
装
等
を
し
、
床
面
か
ら
の
高

見
え
る
よ
う
に
し
て
置
く
こ
と
。

包
装
等
を
し
、
図
書
類
の
販
売

ら
の
距
離
が
五
メ
ー
ト
ル
以
内
で

る
場
所
に
置
く
こ
と
。

図
書
類
の
販
売
又
は
貸
付
け
に

ま
れ
た
場
所
の
上
方
又
は
内
部

区

た
め
池
の
整
備

第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条

つ
い
て
次
の
と
お
り
同
意
し
た

山
口
県
知

事
業
の
種
類

第
百
九
十
五
号
）
第
十
条
第
一

山
口
県
知

認
可
年
月
日

平
成
一
九
、

一
、
二

日
か
ら
施
行
す
る
。

示

さ
が
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

又
は
貸
付
け
に
従
事
す
る
者
が

あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
が
目
視

従
事
す
る
者
が
常
に
配
置
さ
れ

に
、
客
が
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で

平
成
一
九
、

一
、
二
二

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

。事

二

井

関

成

同

意

年

月

日

項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良

事

二

井

関

成

二 以
上
の
位
置
に
背
表
紙
の
み
が

常
に
配
置
さ
れ
て
い
る
場
所
か

に
よ
り
監
視
す
る
こ
と
が
で
き

、
か
つ
、
壁
、
棚
、
台
等
で
囲

き
な
い
状
態
に
し
て
置
く
こ

山
口
県
告
示
第
三
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
五
条

示
（
平
成
十
五
年
山
口
県
告
示

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

表
中

第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

山
口

区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
る

改
正
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

二

告

告

示



平成

一

年 月 日 火曜日

改
め

山
土

に
よ

山 口 県

「「

（定期）報

「「

第 号

「「

起
業
者
の
名
称

る
。

口
県
告
示
第
三
十
八
号

地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

目
、
上
新
地
町
四
丁
目
、
上
新
地

目
、
汐
入
町
、
伊
崎
町
一
丁
目
及
び

二
丁
目
の
地
域
）

安
下
庄
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

大
島
町
大
字
西
安
下
庄
及
び
大
字
東

の
地
域
）

安
下
庄
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

大
島
町
大
字
西
安
下
庄
及
び
大
字
東

の
地
域
）

下
関
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
熊
野
町
一
丁
目
、
熊
野
町
二
丁
目

町
、
大
坪
本
町
、
西
大
坪
町
、
上
新

丁
目
、
上
新
地
町
二
丁
目
、
上
新
地

目
、
上
新
地
町
四
丁
目
、
上
新
地

目
、
汐
入
町
、
伊
崎
町
一
丁
目
及
び

二
丁
目
の
地
域
）

下
関
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
熊
野
町
一
丁
目
、
熊
野
町
二
丁
目

町
、
大
坪
本
町
、
西
大
坪
町
、
上
新

丁
目
、
上
新
地
町
二
丁
目
、
上
新
地

玉
江
浦
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

大
字
山
田
字
玉
江
浦
、
倉
江
、
字
小

長
谷
及
び
橋
本
川
の
左
岸
の
地
域
）

玉
江
浦
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

大
字
山
田
字
玉
江
浦
、
倉
江
、
字
小

長
谷
及
び
橋
本
川
の
左
岸
の
地
域
）

山
口
県
知

第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」

し
た
。

町
五
丁

伊
崎
町

目
的
と
す
る
漁
業

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る

ち
周
防

安
下
庄

１

主
と
し
て
底
び
き
網

２

主
と
し
て
船
び
き
網

３

主
と
し
て
ご
ち
網
を

４

主
と
し
て
か
ご
を
使

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲

ち
周
防

安
下
庄

１

主
と
し
て
底
び
き
網

２

主
と
し
て
船
び
き
網

３

主
と
し
て
ご
ち
網
を

４

１
か
ら
３
ま
で
に
掲

ち
下
関

、
春
日

地
町
一

町
三
丁

町
五
丁

伊
崎
町

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以

網
を
使
用
し
て
営
む
漁

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る

ち
下
関

、
春
日

地
町
一

町
三
丁

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以

し
て
営
む
漁
業
及
び
総

り
、
主
と
し
て
は
え
な

ち
萩
市

原
、
字

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未

な
わ
を
使
用
し
て
営
む

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以

型
定
置
網
漁
業

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る

ち
萩
市

原
、
字

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未

な
わ
を
使
用
し
て
営
む

２

小
型
い
か
つ
り
漁
業

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る

事

二

井

関

成

と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

漁
業
以
外
の
漁
業

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

使
用
し
て
営
む
漁
業

用
し
て
営
む
漁
業

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

又
は
か
ご
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

使
用
し
て
営
む
漁
業

げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

上
の
漁
船
に
よ
り
、
ま
き
網
及
び
敷

業漁
業
以
外
の
漁
業

満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

上
の
漁
船
に
よ
り
、
ま
き
網
を
使
用

ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
よ

わ
を
使
用
し
て
ふ
ぐ
を
と
る
こ
と
を

満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
は
え

漁
業
上
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
及
び
小

漁
業
以
外
の
漁
業

満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
は
え

漁
業
及
び
小
型
定
置
網
漁
業

漁
業
以
外
の
漁
業

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

法
第
二
十
条
第
一
号
関

和
木
町

二

事
業
の
種
類

中
開
防
災
緑
地
広
場
整
備

三

起
業
地

収
用
の
部
分

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
三

使
用
の
部
分

」」
を

」
に

」
をに

、

」
を

」
に
、

係 事
業

丁
目
地
内

三
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五山
土

南
町

区
画

山 口 （定期）県 報 第 号

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧

和
木
町
役
場

口
県
告
示
第
三
十
九
号

地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年

土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
者
山
口

整
理
事
業
の
施
行
者
に
つ
い
て
、

エ

本
件
事
業
の
起
業
地
の
範
囲

る
と
認
め
ら
れ
る
。

オ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事

す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

法
第
二
十
条
第
四
号
関
係

本
件
事
業
は
、
石
油
を
貯
蔵
し

際
し
地
域
住
民
の
安
全
を
確
保
す

地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

イ

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り

設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る

か
し
、
起
業
者
の
調
査
に
よ
れ

別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物

に
与
え
る
影
響
は
軽
微
な
も
の

ウ

本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
災

を
条
件
と
し
て
、
二
案
に
つ
い

中
開
防
災
緑
地
広
場
整
備
事
業

号
に
掲
げ
る
施
設
に
関
す
る
も
の

法
第
二
十
条
第
二
号
関
係

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
和

ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
十
分

法
第
二
十
条
第
三
号
関
係

ア

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得

起
因
す
る
爆
発
そ
の
他
の
災
害

場
所

法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
一
条

県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

次
の
と
お
り
変
動
が
あ
っ
た
旨

は
、
本
件
施
設
の
規
模
等
に
比

業
の
事
業
計
画
は
、
土
地
の
適

る
。

、
又
は
取
り
扱
う
事
業
所
に
起

る
た
め
早
急
に
実
施
さ
れ
る
べ

益
上
の
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ

域
住
民
の
安
全
を
確
保
す
る
こ

失
わ
れ
る
利
益
は
、
本
件
事
業
に

こ
と
に
よ
り
、
周
辺
環
境
が
影

ば
、
起
業
地
の
周
辺
に
お
い
て

及
び
文
化
財
は
存
し
な
い
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

害
の
発
生
時
に
安
全
に
出
入
り

て
比
較
検
討
し
た
上
で
選
定
さ

（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

で
あ
る
。

木
町
は
、
一
般
会
計
に
よ
り
予

な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で

ら
れ
る
利
益
は
、
石
油
を
貯
蔵

に
際
し
地
域
住
民
が
一
時
的
に

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井

ほ
か
二
人
か
ら
柳
井
南
町
土
地

の
届
出
が
あ
っ
た
。

し
て
必
要
最
小
限
の
も
の
で
あ

正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

因
す
る
爆
発
そ
の
他
の
災
害
に

き
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
土

る
と
認
め
ら
れ
る
。

と
で
あ
る
。

係
る
施
設
（
以
下
「
本
件
施

響
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し

、
起
業
者
が
保
護
の
た
め
の
特

か
ら
、
本
件
事
業
が
周
辺
環
境

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等

れ
て
い
る
。

。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二

算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
所
に

避
難
す
る
こ
と
の
で
き
る
広
場

〃

平
野

忠
昭

〃

松
浦

秀
子

〃

山
田

義
裕

〃

山
中

直
之

労
働
者
委
員

大
塚

健
二

〃

杉
本

郁
夫

〃

鈴
木

博
文

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四

平
成
十
九
年
一
月
二
十
日
山
口

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

区

分

氏

名

使
用
者
委
員

大
谷

憲
史

平
成
十
八
年
七
月
十
一
日

四

新
た
に
施
行
者
と
な
っ
た

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
ア
ル
パ
・
コ
ー
ポ

公

（
四
七
）
山
口
県
労
働
委
員
会

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名

柳
井
南
町
土
地
区
画
整
理

二

事
務
所
の
所
在
地

柳
井
市
中
央
三
丁
目
一
六

三

施
行
認
可
の
年
月
日

労
働
組
合
同
盟
山
口
県
支
部

宇
部
興
産
株
式
会
社
顧
問

日
新
運
輸
工
業
株
式
会
社
代

長宇
部
鉄
工
業
協
同
組
合
理
事

山
口
県
経
営
者
協
会
専
務
理

マ
ツ
ダ
労
働
組
合
副
執
行
委

日
本
化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

合
会
山
口
地
方
連
絡
会
議
長

全
国
繊
維
化
学
食
品
流
通
サ

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九

県
労
働
委
員
会
の
委
員
を
次
の
と

山
口

職
東
洋
鋼
鈑
株
式
会
社
執
行
役

副
本
部
長

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

称

住

レ
イ
シ
ョ
ン

広
島
市
西
区
南
観

告

の
委
員
の
任
命

山
口

称事
業

番
一
号

長 表
取
締
役
社

長事員
長

労
働
組
合
連

ー
ビ
ス
一
般

条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

お
り
任
命
し
ま
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

名

員
管
理
本
部

所

音
町
二
一
番
三
〇

二
〇
一
号

県
知
事

二

井

関

成

四

、

公

告



平成 年 月 日 火曜日

三（
四土

改
良

山 口 県

供
し

一
山

二

（定期）報

〃（
四次

十
五

で
あ

の
規

第 号

〃〃公
益

〃〃〃

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

九
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名

ま
す
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

事
業
の
内
容

市
町
名

施
行

口
市

麻
生
上

縦
覧
の
期
間

柳
澤

旭

山

八
）
市
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業

の
市
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の

号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に

る
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九

定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る
土

中
野

威

日事

長
嶺

平
治

日会

委
員

大
田

明
登

弁

加
藤

政
男

山

北
本

時
枝

税

中
坪

清

弁

山
口
県
知

同
年
二
月
十
九
日
ま
で

及
び
住
所
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第

及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し

山
口
県
知

地
区

事
業

地
区

か
ん
が

口
大
学
経
済
学
部
教
授

の
施
行
の
協
議
に
係
る
決
定

施
行
の
協
議
は
、
土
地
改
良
法

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例

本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県

務
局
長

本
労
働
組
合
総
連
合
会
山
口
県

長護
士

口
県
労
働
協
会
理
事
長

理
士

護
士

事

二

井

関

成

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

た
。

事

二

井

関

成

の
種
類

い
排
水

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適
当

準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項

の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

連
合
会

連
合
会

〃〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃
二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

油
谷
東
部
土
地
改
良
区

〃 〃〃〃〃〃〃〃〃
一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

油
谷
東
部
土
地
改
良
区

〃〃〃

〃

植
山

一
男

〃

〃

上
岡

康
雄

〃

〃

福
原

博
美

〃

〃

西
村

芳
朗

〃

〃

窪
田

守

〃

〃

原
田

政
美

〃

〃

緒
方

治
郎

〃

〃

有
吉

弘

〃

〃

清
水

巌

〃

〃

光
田

一

〃

〃

安
倍

正
雪

〃

監

事

松
崎

七
郎

〃

〃

山
本

聰
彦

〃

〃

有
田

一
夫

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

藤
田

芳
久

長
門

〃

谷
川

一
實

〃

〃

大
村

雄
二

〃

〃

原
田

政
美

〃

〃

日
坂

勲

〃

〃

清
水

巌

〃

〃

酒
井

義
男

〃

〃

安
倍

正
雪

〃

〃

植
山

一
男

〃

〃

上
岡

康
雄

〃

理
事

監
事
の
別

氏

名

住

理

事

緒
方

治
郎

長
門

〃

谷
川

一
實

〃

〃

大
田

正
克

〃

〃

西
村

芳
朗

〃

五

〃

一
一
六
七

油
谷
新
別
名
一
二
七
九

〃

二
一
〇

〃

六
九
の
一

〃

一
一
二
七

〃

一
八
三
三

〃

二
〇
四
九

〃

二
二
二
四
の
二

油
谷
新
別
名
二
四
六

油
谷
蔵
小
田
一
五
八
の
一

〃

一
〇
〇
五

油
谷
久
富
二
二
八
の
一

油
谷
新
別
名
一
一
二

油
谷
蔵
小
田
一
五
五
八
の
一所

市
油
谷
新
別
名
八
七

油
谷
久
富
五
八
三
の
二

〃

一
一
四
一

〃

一
八
三
三

〃

二
一
九
一
の
一

油
谷
新
別
名
二
四
六

油
谷
蔵
小
田
一
七
〇
の
一

〃

一
〇
〇
五

〃

一
一
六
七

油
谷
新
別
名
一
二
七
九

所

市
油
谷
久
富
二
〇
四
九

〃

八
八
の
三

〃

八
二
一

〃

六
九
の
一



平

一

成 年 月 日 火曜日

（
五土

県
営

た
。

山 口

一
山萩

二三

（定期）県 報

第
百

準
用

の
三

の
規

お
り

第 号

〃〃〃〃
（
五次

換
地
処
分
の
年
月
日

一
）
県
営
田
尻
地
区
ほ
場
整
備
事

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

田
尻
地
区
ほ
場
整
備
事
業
の
施

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

事
業
の
内
容

市
町
名

施
行

口
市

御
馬
地

市

御
蔵
廻

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に
係
る
変

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

監〃〃〃

〇
）
市
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業

の
市
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の

業
（
奥
畑
換
地
区
）
の
換
地
処

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

行
に
係
る
奥
畑
換
地
区
の
換
地
処

山
口
県
知

地
区

事
業

区

ほ
場
の

地
区

〃

同
年
二
月
十
九
日
ま
で

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

に
よ
り
、
適
当
で
あ
る
と
決
定

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て

更
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
計
画

山
口
県
知

事

山
本

聰
彦

〃

〃

松
崎

七
郎

〃

油

吉
岡

亀
一

〃

油

窪
田

進

〃

油

の
計
画
の
変
更
の
協
議
に
係
る

計
画
の
変
更
の
協
議
は
、
土
地

分の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

分
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
し

事

二

井

関

成

の
種
類

整
備

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て

し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条

準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項

書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と

事

二

井

関

成

一
一
二

谷
久
富
二
二
八
の
一

谷
蔵
小
田
三
九
二
の
一

谷
伊
上
六
一
六
の
一

決
定

改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

苑山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人

告
示
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和

投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

名

称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
豊
寿

平
成
十
九
年
一
月
十
日

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
田
尻
地
区
ほ
場
整
備

り

選
挙
管

示
第
九
号

ホ
ー
ム
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
八
号

二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

所

在

下
関
市
豊
浦
町
大
字
厚
母
郷
四
四

事
業
（
奥
畑
換
地
区
）
換
地
計
画

理
委
員
会

平
成
十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員

委
員
長

福

田

隆

司

五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在

委
員
長

福

田

隆

司

地

指

定

年

月

日

二

平
成
一
九
、

一
、
二

書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画
の
と

六

会 者三 お

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

一
六七八

山 口 県

二三四五

（定期）報

公
次

一

第 号

削
る

購
入

落
札
方
式

五
号

落
札
金
額

千
五
百
三
十
万
四
千
二
百
七
十
五

入
札
公
告
日

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

調
達
方
法

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数

交
通
信
号
灯
器

三
三
一
台

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
エ
ン
ジ
ニ

告契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
豊
寿

苑

〃

。

公

安

委
円 量事

務
所
の
所
在
地

ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

東
京
都

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口
県
知

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

豊
浦
町
大
字
厚
母
郷
四
四

員

会

渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
九
番

。事

二

井

関

成

二

〃

〃

〃

大
谷

憲
史

山
口
県
労
働
委

東
洋
鋼
鈑
株
式

大
塚

健
二

山
口
県
労
働
委

マ
ツ
ダ
労
働
組

杉
本

郁
夫

山
口
県
労
働
委

日
本
化
学
エ
ネ

鈴
木

博
文

山
口
県
労
働
委

全
国
繊
維
化
学

中
野

威

山
口
県
労
働
委

日
本
労
働
組
合

長
嶺

平
治

山
口
県
労
働
委

日
本
労
働
組
合

加
藤

政
男

山
口
県
労
働
委

山
口
県
労
働
協

柳
澤

旭

山
口
県
労
働
委

山
口
大
学
経
済

大
田

明
登

山
口
県
労
働
委

弁
護
士

北
本

時
枝

山
口
県
労
働
委

税
理
士

中
坪

清

山
口
県
労
働
委

弁
護
士

公

告山
口
県
労
働
委
員
会
の

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

月
二
十
二
日
現
在
の
山
口
県
労

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日

氏

名

略

」
を

最
低
価
格

労

働
員
会
使
用
者
委
員

会
社
執
行
役
員
管
理
本
部
副
本
部

員
会
労
働
者
委
員

合
副
執
行
委
員
長

員
会
労
働
者
委
員

ル
ギ
ー
産
業
労
働
組
合
連
合
会
山

員
会
労
働
者
委
員

食
品
流
通
サ
ー
ビ
ス
一
般
労
働
組

員
会
労
働
者
委
員

総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
事
務
局

員
会
労
働
者
委
員

総
連
合
会
山
口
県
連
合
会
会
長

員
会
公
益
委
員

会
理
事
長

員
会
公
益
委
員

学
部
教
授

員
会
公
益
委
員

員
会
公
益
委
員

員
会
公
益
委
員

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十

働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

山
口
県
労
働
委
員

委

員

会

七

長 口
地
方
連
絡
会
議
長

合
同
盟
山
口
県
支
部
長

長 条
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
十
九
年

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

会
会
長

加

藤

政

男

歴

一

公

安

委

員

会

労

働

委

員

会



平
成
十

平
成
十
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浅
野

内
藤

宮
田

東
谷

第 号

平
野

松
浦

山
田

山
中

山
田九

年
一
月
三
十
日
印
刷

九
年
一
月
三
十
日
発
行

正
之

前
山
口
県
労
働
委
員
会

知
則

前
山
口
県
労
働
委
員
会

博
喜

山
口
県
労
働
委
員
会
事

博
美

山
口
県
労
働
委
員
会
事

忠
昭

山
口
県
労
働
委
員
会
使

宇
部
興
産
株
式
会
社
顧

秀
子

山
口
県
労
働
委
員
会
使

日
新
運
輸
工
業
株
式
会

義
裕

山
口
県
労
働
委
員
会
使

宇
部
鉄
工
業
協
同
組
合

直
之

山
口
県
労
働
委
員
会
使

山
口
県
経
営
者
協
会
専

正
人

前
山
口
県
労
働
委
員
会発

行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

使
用
者
委
員

使
用
者
委
員

務
局
長

務
局
次
長

用
者
委
員

問用
者
委
員

社
代
表
取
締
役
社
長

用
者
委
員

理
事
長

用
者
委
員

務
理
事

労
働
者
委
員

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）

八


